
​各位​

​2026年２月26日​

​会社名​ ​スパイダープラス株式会社​

​代表者名​ ​代表取締役社長​ ​伊藤　謙自​

​（証券コード：4192、グロース市場）​

​問い合わせ先​ ​取締役執行役員CFO​ ​藤原　悠​

​（電話番号：03-6709-2834）​

​取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ​

​　当社は、本日開催の取締役会において、2026年３月25日開催予定の第27期定時株主総会に付​
​議する取締役候補者及び補欠監査役候補者を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせい​
​たします。​

​記​

​１．取締役について​

​　取締役全員(６名)は、2026年３月25日開催予定の第27期定時株主総会終結の時をもって任期​
​満了となります。つきましては、取締役６名のご選任をお願いするものであります。​

​（１）取締役候補者​

​氏名​ ​現役職名​ ​新任／再任​

​伊藤　謙自​ ​代表取締役社長​ ​再任​

​鈴木　雅人​ ​取締役副社長　コーポレート推進本部長​ ​再任​

​吉田　淳也​ ​社外取締役​ ​再任​

​広木　大地​ ​社外取締役​ ​再任​

​森　　竜太郎​ ​社外取締役​ ​再任​

​川原　均​ ​ー​ ​新任​

​(注)当社は、吉田淳也氏、広木大地氏、及び森竜太郎氏を独立役員として東京証券取引所に届​
​け出ております。再任された場合には、引き続き独立役員となる予定です。川原均氏は、東京​
​証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が第27期定時株主総会で承認​
​された場合、独立役員となる予定であります。​



​（２）新任予定社外取締役の略歴​

​氏名（生年月日）​ ​略歴​

​川原　均​
​（1959年12月11日）​

​1982年４月​
​2010年１月​
​2011年８月​
​2012年11月​

​2014年４月​
​2016年12月​

​2018年11月​
​2024年７月​

​2024年９月​
​2025年８月​
​2025年12月​

​日本アイ・ビー・エム株式会社入社​
​同社専務執行役員ソフトウエア事業部長​
​Berlitz Corporation取締役副社長​
​株式会社セールスフォース・ドット（現株式会社​
​セールスフォース・ジャパン）副社長兼エンタープ​
​ライズ営業本部長​
​同社取締役社長兼COO​
​デロイト トーマツ コンサルティング合同会社​
​副社長​
​同社経営会議議長​
​フライシュマン・ヒラード・ジャパン株式会社​
​顧問(現任)​
​株式会社SHIFT顧問(現任)​
​株式会社日本企業成長投資顧問(現任)​
​株式会社イルグルム社外取締役(現任)​

​（３）退任予定取締役（第27期定時株主総会の終結の時をもって任期満了）​

​氏名​ ​現役職名​ ​新役職名​

​藤原　悠​ ​取締役執行役員CFO　​
​経営管理本部長​
​兼 事業企画本部長​

​執行役員CFO　​
​経営管理本部長​
​兼 事業企画本部長​

​(注) 業務執行体制の強化が必要と判断し、藤原悠氏は取締役を退任し、執行役員として当社の​
​業務執行に専念する予定です。​



​２．補欠監査役について​

​　法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役１​
​名のご選任をお願いするものであります。​

​補欠監査役の氏名及び略歴​

​氏名（生年月日）​ ​略歴​

​金子　禎秀​
​（1983年10月11日）​

​2010年１月​
​2015年２月​
​2016年12月​

​2017年４月​
​2017年６月​

​2018年８月​
​2020年８月​
​2020年10月​
​2022年４月​
​2024年１月​
​2024年３月​
​2024年10月​
​2025年10月​

​清和監査法人(現RSM清和監査法人)入所​
​アクセンチュア株式会社入社​
​ウィルパートナーズ株式会社設立​
​同社代表取締役(現任)​
​やまと税理士法人代表社員​
​株式会社ピー・エス・インターナショナル​
​社外監査役(現任)​
​やまと監査法人代表社員​
​税理士法人マーヴェリック代表社員(現任)​
​やまと監査法人社員​
​株式会社カーボンフライ社外監査役​
​株式会社Extrabold社外監査役​
​ソフトブレーン株式会社社外取締役(監査等委員)​
​株式会社キッチハイク社外監査役(現任)​
​株式会社NRC社外取締役(現任)​

​（注）金子禎秀氏は、東京証券取引所の定める社外役員の独立性基準を満たしていることか​
​ら、同氏が社外監査役として就任された場合、当社は同取引所の定める独立役員として届け出​
​る予定であります。なお、同氏の選任については、その就任前に限り、監査役会の同意を得た​
​上で、取締役会の決議により取り消すことができるものとします。​

​以上​


